
                              

                               

                              

                              

中
世
文
書
を
読
む
（九
） 

毛
利

も
う

り

輝
元

て
る
も
と

の
手
紙 

こ
れ
は
、
戦
国
大
名
の
毛
利
輝
元
が
出
し
た
手
紙
で
す
。 

こ
の
展
示
で
は
、 

こ
の
文
書
を
題
材
に
、 

文
書
を
読
み
解
く
過
程
を
紹
介
し
、 

謎
解
き
の
楽
し
さ
を 

み
な
さ
ん
と
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

番
号
順
に
見
て
い
っ
て
ね
。 

（
端
裏
書
） 

「（
墨
引
） 

 

児
玉
四
郎
兵
衛
尉 

 
 

輝
元
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
付
け
紙
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

元
光 

 

田
邊
次
郎
左
衛
門
尉
の
給
地
の
一
段
と 

馬
屋
又
右
衛
門
尉
の
給
地
の
八
段
小 

を
、
お
ま
え
が
買
っ
た
と
の
こ
と
、
承
知
し
た
。 

今
後
は
お
ま
え
が
給
地
と
同
様
に
（
買
っ
た
土
地
の
）
公
役
（
税
） 

な
ど
を
務
め
よ
。
な
お
、（
詳
し
く
は
）
堅
田
三
郎
左
衛
門
尉 

が
申
し
聞
か
せ
る
で
あ
ろ
う
。
謹
言
。 

 

天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
） 

 
 

 

九
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 

輝
元
（
花
押
） 

① 史
料
１
を
今
の
言
葉
に
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

毛
利
輝
元
が
、
天
正
11
年
（
１
５
８
３
）
に 

家
臣

か
し
ん

の
児
玉
四
郎
兵
衛
尉

こ
だ
ま
し
ろ
う
ひ
ょ
う
え
の
じ
ょ
う

に
宛
て
た
手
紙
で
す
。 

③ 
 

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、 

次
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

⑴ 

古
屋
内
蔵
助
は
、 

「
宇
と
村
」
に
与
え
ら
れ
た
「
給
地
」
の
う
ち
、 

三
段
の
田
と
一
反
の
畠
を
山
と
共
に 

児
玉
塩
法
子
に
対
し
売
り
渡
し
た
こ
と 

 ⑵ 

毛
利
輝
元
は
、 

そ
の
田
畠
な
ど
を 

児
玉
塩
法
子
の
「
給
地
」
と
し
た
こ
と 

 

史
料
１ 



                              

                              

                              

                              

② 毛
利
輝
元
は
、
戦
国
大
名
よ
ね
。 

児
玉
四
郎
兵
衛
尉
は
、
こ
れ
ま
で
の 

『
中
世
文
書
を
読
む
』
に
出
て
き
た 

児
玉
元
村
の
こ
と
じ
ゃ
ね
。 

田
邊
さ
ん
と
馬
屋
さ
ん
は
、
何
者
な
ん
？ 

③ そ
れ
が
、
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。 

田
邊
さ
ん
・
馬
屋
さ
ん
に
関
す
る
史
料
が 

他
に
見
つ
か
ら
な
く
て
…
。 

④ 前
回
習
っ
た 

『
毛
利
氏
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
』
に
も 

載
っ
て
な
い
の
？ 

⑧ 
 

い
い
と
こ
ろ
に
気
が
付
い
た
ね
！ 

確
か
に
、
土
地
を
買
う
に
は
、 

お
金
が
必
要
で
す
。 

知
行
高
の
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
児
玉
さ
ん
が
、

土
地
を
買
う
た
め
の
お
金
を
、 

ど
の
よ
う
に
し
て 

ひ
ね
り
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か 

⑤ 馬
屋
と
い
う
名
字
は
全
然
載
っ
て
な
く
、 

田
邊
は
、「
与
三
次
郎
」
ほ
か 

５
名
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、 

「
次
郎
左
衛
門
尉
」
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

「
与
三
次
郎
」
た
ち
が 

「
次
郎
左
衛
門
尉
」
の
子
孫
か
も 

し
れ
な
い
け
ど
ね
。 

 

そ
こ
で
、
今
回
は
、 

「
給
地
」
を
買
っ
た
児
玉
さ
ん
に
注
目
し
ま
す
。 

⑥ こ
れ
ま
で
の
『
中
世
文
書
を
読
む
』
で
、 

児
玉
さ
ん
は
、 

○ 

天
正
12
年
（
１
５
８
４
）
頃
、 

 

安
芸
国
の
ほ
か
、
周
防
国
・
長
門
国
に
も 

 

給
地
を
持
っ
て
い
た
。 

○ 

惣
国
検
地
の
後
、
安
芸
国
の
ほ
か
、 

 

備
後
国
・
周
防
国
・
出
雲
国
の
所
々
で
、 

 

合
計
452
石
余
の
給
地
を
持
っ
て
い
た
。 

○ 

天
正
14
年
（
１
５
８
６
）
に
、 

 

備
後
国
の
「
宇
と
村
」
の
４
段
の
田
畠
を 

 

山
と
と
も
に 

買
得
し
た
。 

な
ど
の
こ
と
を
学
ん
だ
よ
。 

⑦ そ
う
い
え
ば
、
452
石
余
の
知
行
高
っ
て 

そ
ん
な
に
大
き
く
な
い
ん
じ
ゃ
っ
た
よ
ね
。 

知
行
高
の
小
さ
い
児
玉
さ
ん
が
、 

あ
ち
こ
ち
の
「
給
地
」
を 

な
ぜ
、
買
え
た
の
？ 

※
『
毛
利
氏
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
』
と
は
… 

  
天
正
15
～
20
年
（
１
５
８
７
～
９
２
）
頃
、

毛
利
氏
が
全
領
国
規
模
で
行
っ
た
「
惣
国
検
地
」

の
結
果
を
ま
と
め
た
帳
簿 

児玉さんは，ここに属します。 



                              

                              

                              

                              

古
屋
さ
ん
は
、
知
行
高
が
29
石
、 

と
て
も
少
な
い
ね
。 

信
常
さ
ん
は
、
そ
の
約
４
倍
の
123
石
余
、 

児
玉
さ
ん
は
、
約
15
倍
の
452
石
余
、 

た
く
さ
ん
の
知
行
（
給
地
）
を 

も
ら
っ
と
る
ん
じ
ゃ
ね
。 

⑩ こ
れ
ま
た
、
い
い
と
こ
ろ
に
気
が
付
い
た
ね
！ 

実
は
、
児
玉
さ
ん
は
、 

毛
利
氏
の
直
轄
領
（
公
領
）
の
代
官
で
し
た
。 

 

史
料
２
・
３
の
と
お
り
、 

こ
の
地
位
は
、
就
光
→
元
村
→
元
光
へ
と 

親
か
ら
子
へ
と
継
承
さ
れ
ま
す
。 

⑨ 給
地
の
ほ
か
に
、 

何
か
、
特
別
収
入
が
あ
っ
た
と
か⁈

 

⑫ 下
松
の
代
官
っ
て
、 

ど
の
く
ら
い
の
収
入
が
あ
る
の
？ 

⑮ は
い
。 

下
松
は
、
港
町
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。 

応
永
27
年
（
１
４
２
０
）
７
月
頃 

日
本
を
旅
し
た
朝
鮮
国
の
使
者
、
宋
稀
璟
は
、 

京
か
ら
の
帰
路
、
下
松
に
停
泊
し
、 

下
松
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

     

下
松
地
域
が
、
と
て
も
繁
栄
し
て
い
た
様
子
が 

う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

代
官
は
、 

次
の
よ
う
な
業
務
に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。 

○ 

公
領
の
年
貢
を
始
め
と
す
る
諸
税
の
徴
収 

○ 

公
領
に
住
む
人
々
の
要
望
を
毛
利
氏
へ
、 

 

逆
に
毛
利
氏
の
決
定
を
人
々
へ
、
そ
れ
ぞ
れ 

 

伝
達 

⑪ 次
の
表
に
よ
る
と
、
児
玉
さ
ん
は
、 

末
武
・
豊
井
の
段
銭
徴
収
（
№
１
・
７
）
や
、 

「
下
松
舟
」
の
調
達
（
№
５
・
８
・
９
・
10
・
11
） 

を
、
毛
利
輝
元
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
№
２
で
は
、 

「
下
松
浦
」
か
ら
「
大
舟
壹
艘
」
を
調
達
し
、 

「
水
夫
等
」
を
乗
船
さ
せ
る
よ
う
、 

命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、 

児
玉
氏
の
預
か
っ
て
い
た
公
領
は
、 

周
防
国
の
下
松
（
現
在
の
山
口
県
下
松
市
）
周
辺

と
推
定
さ
れ
ま
す
。 

№ 推定年 西暦 月 日 宛先 内容摘記 典拠
1 天正７ 1579 2 22 児玉四郎兵衛尉（元村） 　末武・豊井（現在の山口県下松市）の反銭をしっかりと徴収せよ。 54

2 （天正９） 1581 3 24 児玉四郎兵衛尉（元村） 　吉見・河野両家の縁談がまとまり，吉見広頼の息女を周防から厳島
まで船で呼び寄せた。「下松浦」から「大舟壹艘」を調達し，「水夫等」を
乗船させよ。

70

3 （天正11） 1583 閏正 10 児玉四郎兵衛尉（元村） 　「賊舟」が防長の港町一帯に出現したという情報が入った。もしものと
きに備えるよう「彼表在郷之者」などに申し聞かせよ。

18

4 ？ ？ 2 13 児玉四郎兵衛尉（元村） 　「警固舟」を差し当たり何とかして用立て，草津（現在の広島市西区）
の児玉就方と同日に出船するよう命じよ。

66

5 ？ ？ 9 11 児玉四郎兵衛尉（元村） 　その辺りの衆を「乗船」させる手はずを調えよ。
　忠海（現在の竹原市）の乃美宗勝，草津（現在の広島市西区）の児玉
就方の出船が来る13日なので，それ以前に出船するよう調整せよ。
　「下松舟」を借用して調達せよ。

17

6 ？ ？ 9 13 児玉四郎兵衛尉（元村） 　（下松の）霊昌寺領内の井料米を，妙悟院の建築工事の経費に充て
るので，徴収するな。

71

7 天正12 1584 4 8 児玉塩法（元光） 　末武・豊井（現在の山口県下松市）の反銭を，父四郎兵衛尉のときと
同様にしっかりと徴収せよ。

55

8 （天正13） 1585 2 23 児玉豊前守（就光）
児玉塩法士（元光）

　「沼田舟」（小早川水軍）と「草津」（児玉就方）の船が来る３日に出船
する。「下松舟」も同前に出船するよう，よくよく申し遣わせよ。

67

9 （天正13） 1585 4 25 児玉豊前守（就光） 羽柴秀吉の四国攻めの協力として，来る２日に「惣国」の軍勢が渡海す
るので，「下松舟」に遅れないように出船するよう命じよ。

51

10 （天正13） 1585 7 11 児玉塩法士（元光） 　「下松舟」に，下関（現在の山口県下関市）へ急行するよう命じよ。 68

11 （天正13） 1585 10 23 児玉豊前守（就光）
児玉塩法士（元光）

　「下松舟」に対し，草津（現在の広島市西区）へ急行し児玉就英を「同
船」させよ。

69

※

代官の職務に関して毛利輝元が児玉氏に宛てた手紙

典拠欄の数字は，『萩藩閥閲録』巻19〈児玉四郎兵衛〉に収録される文書番号

⑭ 「
下
松
舟
」・「
下
松
浦
」
っ
て
こ
と
か
ら 

「
下
松
」
は
港
町
と
し
て
栄
え
て
い
た
の
か
な
？ 

こ
の
津
は
、
家
々
が
多
く
集
ま
り
、 

村
を
日
陰
に
す
る
く
ら
い
桑
や
麻
の
葉
が
高
く

生
い
茂
り
、
稲
は
田
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。 

（
※ 

段
銭
…
毛
利
氏
が
徴
収
す
る
税
の
一
種
） 

 

⑬ 下
松
の
知
行
高
が
分
か
ら
な
い
の
で
、 

厳
密
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。 

で
も
、
次
の
吉
川
元
春
の
手
紙
に
よ
る
と
、 

100
貫
の
給
地
と
300
貫
の
代
官
の
収
入
が 

同
じ
く
ら
い
の
よ
う
な
の
で
、 

公
領
か
ら
の
税
収
の
お
よ
そ
１
／
３
が 

代
官
の
収
入
に
な
る
よ
う
で
す
。 

湯
原
氏
の
（
奉
公
に
対
す
る
御
恩
が
ほ
し
い
と
い

う
）
訴
え
に
つ
い
て
、（
中
略
）
佐
陀
（
島
根
県
）

の
内
の
百
貫
の
知
行
高
の
給
地
を
与
え
る
か
、
あ
る

い
は
三
百
貫
の
知
行
高
の
公
領
の
代
官
に
任
命
す

る
か
、
ど
ち
ら
か
を
お
選
び
に
な
っ
て
は
ど
う
か
、

（
中
略
） 

 
 

十
二
月
二
十
八
日 

 
駿
河
守
元
春 

御
判 

 
 

 
 

 

児
玉
市
允
殿 

 

吉川元春の手紙 



                              

                              

                              

                          

⑯ ま
た
、
康
応
元
年
（
１
３
８
９
）
３
月
、 

室
町
将
軍
の
足
利
義
満
の
一
行
は
、 

安
芸
国
の
厳
島
神
社
に
お
参
り
し
た
後
、 

筑
紫
国
ま
で
向
か
お
う
と
し
ま
す
が
、 

途
中
、「
く
だ
松
」
と
言
う
「
と
ま
り
」（
泊
）
に

停
泊
し
ま
す
。 

⑰ な
る
ほ
ど
！ 

下
松
は
、
瀬
戸
内
海
の 

主
要
な
寄
港
地
の
一
つ
だ
っ
た
の
ね
。 

⑱ そ
し
て
、
戦
国
時
代
に
は
、「
下
松
浦
」
に
接
し
て
、 

「
下
松
東
市
」・「
下
松
中
市
」・「
下
松
西
市
」
が 

あ
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
北
側
約
３
㎞
に
あ
る
山
陽
道
沿
い
に
は
、 

「
久
保
市
」・「
岡
市
」・「
花
岡
市
」・「
久
米
市
」・ 

「
遠
石
市
」
な
ど
の
市
町
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
。 

下
松
周
辺
は
、
海
陸
の
交
通
路
の
結
節
点
！ 

そ
れ
ゆ
え
多
く
の
市
町
が
成
立
し
、 

経
済
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
と
、 

推
定
さ
れ
ま
す
。 

⑲ 児
玉
さ
ん
は
、
末
武
の
花
岡
八
幡
宮
（
地
蔵
院
）
か
ら
の
お
歳

暮
や
祈
念
の
お
札
な
ど
を
毛
利
氏
に
取
り
次
い
で
い
ま
す
。 

ま
た
、
地
蔵
院
の
住
持
職
の
任
命
に
当
た
っ
て
、
毛
利
氏
の
奉

行
人
を
リ
ー
ド
し
て
地
蔵
院
の
希
望
を
か
な
え
て
い
ま
す
。 

前
出
の
表
と
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、 

児
玉
氏
が
代
官
を
務
め
る
地
域
は
、
北
は
花
岡
市
の
あ
る
辺
り

か
ら
、
南
は
下
松
浦
の
辺
り
ま
で
広
が
る
、
下
松
平
野
一
帯
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

⑳ 人
家
が
集
ま
り
、
経
済
活
動
が
活
発
な
下
松
で
は
、 

  

○ 

屋
敷
の
間
口
に
賦
課
す
る
屋
敷
銭 

 

○ 

市
に
住
む
商
職
人
の
営
業
に
対
す
る
課
税 

 

○ 

港
に
出
入
す
る
商
品
へ
の
課
税 

 

○ 

港
に
出
入
す
る
船
へ
の
課
税 

 

な
ど
な
ど
、
様
々
な
税
が
徴
収
さ
れ
た 

と
思
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
約
１
／
３
が 

児
玉
さ
ん
の
収
入
と
な
っ
た
の
な
ら
、 

児
玉
さ
ん
は
他
の
家
臣
の
給
地
を 

た
や
す
く
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
ね
。 

歳
暮
の
御
挨
拶
と
し
て
巻
数
※

と
折
箱
が
届
き
ま
し
た
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

な
お
、
詳
し
く
は
児
玉
四
郎
兵
衛
尉
（
元
村
）
が
申
し
ま
す
。 

お
そ
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

輝
元
（
花
押
） 

 
 

 

地
蔵
院 

（
※ 

巻
数
…
読
ん
で
祈
っ
た
お
経
の
名
前
や
回
数
を
記
し
た
文
書
） 


